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・
・
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開
業
資
点
"
'
咽

W

門
前
島
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湾
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経

汚辱

(
通
曲
第
百
八
十
五
鵠
)

昭
和
五
年
十
一
月
義
行

-'"̂--
長時

叢
第

三

十

一

審

第
五
競

=レ』

言蹄

叢

識字:
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d
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拡
4

興

H可

ji33 
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一加

正

ま住

戸

緒
言
(
木
論
む
目
的
)

第
一
段
遊
興
枕
白
課
税
方
法
(
↓
課
税
方
法
一
般
川
町
叩
続
課
税
法
河
講
責
徴
税
方
法

q
単
純
な
る
徴
税
機
闘
と
し
て
営
業
者
を
利
用
す
る
法

f
f
、

，

f
h
、

4

'

f

l

、

、

ノ

、

J

、J

、J
J

1

J

、J

、ノ

ニ
請
責
徴
税
方
法
の
長
短
件
其
長
所
い
財
政
収
入
上
ろ
課
税
技
術
上
は
税
務
行
政
上
向
短
所
い
公
平
課
税
上
る
租
枕
白
木
質
上
及
政
治
上
は
財

，t
、

t
h
、
/
‘
、

r

t

f

、

i
、
/
、

、，J

政
収
入
上
及
岡
氏
経
済
上
に
課
税
技
術
上
及
税
務
行
政
上
)

第
二
一
段
遊
興
枕
白
積
種
(
↓
理
論
上
白
枕
種
斗
我
同
法
制
上
白
刊
祝
福
劫
其
意
義
却
何
け
消
極
的
説
明
り
頁
携
の
直
接
間
接

2
霊
帳
娩
従
率
稔

f
t
、

r
s
、

rtt
、

r
t
、

r
l
、

ー

ノ

、

l

、j

、J

向
、
積
続
的
説
明
い
行
政
上
白
便
宜
又
は
必
要
2
徴
税
義
務
者
と
納
税
義
務
者
と
の
同
視
作
此
意
義
の
批
剣
ん
い
弊
護
仏
反
封
向
責
措
の
問
接
白
意

rs

、

、、，J

、‘，J

、‘，J

、，，J

味
に
於
け
る
間
接
税
の
種
今
相
い
最
狭
義
ろ
次
狭
義
は
康
義
付
最
康
義
)

結
論
(
全
文
白
要
旨
〉

論

叢

遊
興
枕
白
若
干
問
題

第
五
時
現

第
三
十
一
巻

ノ、

七



論

叢

遊
興
枕
白
若
干
問
題

ム
ノ、

f¥. 

第
五
時
肌

第
三
十
一
巻

持者

I=l 

遊
興
税
ざ
い
ふ
地
方
枕
が
あ
る
。
業
は
地
方
の
一
特
別
税
で
雑
種
粧
の
一
で
あ
り
、

一
の
消
費
税
、
而
か
も
奈

修
消
費
税
芯
し
て
調
法
な
る
一
財
源
ざ
さ
れ
、
後
達
は
日
常
ほ
謹
い
も
の
に
属
す
る
け
れ
ざ
も
、
其
に
も
拘
ら
守

今
日
慨
に
可
な
り
重
要
な
る
地
位
を
占
め
、
最
平
、
抜
く
ぺ
か
ら

5
ゐ
の
棋
を
張
っ
て
居
る
(
諮
一
)
。
之
が
課
税
の

営
否
じ
つ
い
て
は
創
始
営
時
こ
そ
多
少
争
は
れ
た
け
れ
ど
も
、
今
ざ
な
っ
て
は
、
之
J
M
L

守
ふ
も
の
は
な
〈
、
唯
日

併
し
武
一
融
制
帆
オ
鈷
ド
ハ

J

い
て
い
今
日
前
は
問
主
酬
の
諮
る
ぺ
民
主
幹
地
が
わ

h
、
そ
し
て
立
が
税
輔
の
部
鼠
い
も
思
議

の
鈴
地
が
あ
る
。
最
近
、

我
闘
に
於
け
る
此
種
の
問
題
の
研
究
者
の
二
論
丸
を
見
て
此
戚
の
一
層
切
な
る
も
の
が

あ
一
力
、
之
に
つ
い
て
の
忍
見
を
遮
ぷ
る
も
無
意
義
な
ら
や
さ
信
じ
た
の
で
、
敢
て
誌
に
市
十
見
を
述
ぺ
る
。

(
註
ご

遊
興
稔
は
大
正
八
年
石
川
脱
金
津
市
に
初
め
て
起
さ
れ
た
も
白
で
あ
り
、
道
府
脱
税
と
し
て
は
少
し
〈
後
れ
で
犬
正
九
年
に
、
新
潟
、

千
葉
、
青
森
、
一
服
井
、
高
知
白
五
賂
に
起
さ
れ
た
。
今
日
に
で
は
東
京
府
と
沖
縄
脇
と
を
除
〈
各
府
燃
に
行
は
れ
、
そ
し
て
市
町
村
は
之
に
附

加
稔
主
謀
し
で
居

p
、
府
隠
と
し
て
存
せ
ざ
る
東
京
沖
縄
に
で
も
、
其
管
内
白
若
干
の
市
町
村
に
特
別
殺
と
し
て
行
は
れ
て
居
る
。
そ
し
て
道

府
将
の
雑
種
秘
中
に
あ
り
で
は
、
第
三
位
四
大
収
額
を
商
事
円
、
る
重
要
財
源
主
な
っ
て
居
る
c

第
一
段

遊
興
税
の
課
税
方
法

(ー)
課
税
万
法

般

元山修二、遊興税論、(雑誌、税、昭和五郎:二、四周波〉、田中康太郎、地方
税の間接埼、(雑誌、自治研究、六巻五披)
元山、前向論文、二月就50、四月就37

1) 

2) 



山
山
印
紙
課
税
怯
|
|
本
一
棋
の
却
益
d

に
は
印
紙
又
は
謹
券
課
税
方
法
が
最
便
宜
で
あ
り
、
多
少
週
一
脱
の
恐
ゐ
h
寸
」

し
で
も
其
弊
は
い
ふ
に
足
ら
守
、
之
に
よ
り
て
営
業
者
に
迷
惑
を
か
げ
や
し
て
、
相
営
の
成
積
を
皐
げ
得
る
で
あ

ら
う
ご
い
ふ
こ
さ
は
、
な
の
夙
に
注
意
し
た
所
で
あ
り
、
田
中
氏
も
之
に
共
鳴
し
て
居
ら
る
、
ゃ
う
で
あ
る
。
け

れ
ざ
も
今
日
、
此
税
に
つ
き
徴
税
機
閥
(
徴
穂
義
務
者
)
を
定
め
た
る
さ
き
此
議
紙
に
依
る
こ
ご
を
禁
じ
て
居
る
の

で
(
詰
二
)
、
折
角
の
此
一
万
法
が
未
だ
行
は
れ
て
居
ら
ね
。
此
は
解
来
、
此
方
法
を
開
〈
こ
ぎ
が
望
ま
し
い
。

(
詑
ニ
)

大
正
「
年
七
円
川
地
力
局
長
岨
牒
、
ぃ
一
-
恒
一
九
月
地

E
月
間
同
四
川
主
枕
い
川
口
同
組
牒
、
附
利
二
点
一
一
一
月
地
力
問
引
い
山
及
士
山
税
同
ι抗
日
航
服
コ

同
請
負
徴
税
方
法
1
1
1
其
慮
で
今
日
貫
際
之
に
つ
き
何
う
い
ふ
方
法
が
析
は
れ
て
居
る
か
ご
い
ふ
さ
、
責
任
納

付
制
ざ
い
ふ
、
買
は
請
負
徴
税
方
法
が
多
く
行
は
れ
て
居
る
。
つ
ま
り
其
は
課
税
方
法
ざ
し
て
は
、
全
く
奮
式
の

も
の
で
あ
り
(
註
三
)
、
現
代
ば
な
れ
の
し
た
、
陪
っ
て
批
評
の
齢
地
の
一
大
な
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
い
ふ
さ
、
営
業

者
の
地
方
毎
の
組
合
、
又
は
其
府
螺
聯
合
舎
が
営
局
者
よ
'
り
し
て
一
年
間
に
納
付
す
ぺ
き
責
任
納
付
税
金
額
の
通

遣
を
受
け
、
之
を
各
組
合
又
は
聯
合
舎
の
責
任
に
て
毎
月
々
割
に
て
納
付
す
る
の
で
あ
り
、
随
ふ
て
貫
際
の
遊
興

消
費
額
か
ら
算
出
さ
れ
党
税
金
額
が
指
定
額
よ
り
も
多
い
ご
き
に
は
、
営
業
者
が
、
税
金
の
一
部
を
横
取
し
た
こ

さ
に
も
な
り
、
併
し
不
足
し
た
さ
き
に
は
、
営
業
者
が
自
腹
4

伊
句
切
っ
て
視
を
負
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
ご
に
も
な

り
、
又
は
消
費
は
相
営
に
あ
っ
た
が
、
貸
付
に
な
b
隠
っ
て
税
金
が
納
税
義
務
者
よ
り
未
揮
に
な
っ
て
居
る
も
の

に
は
、
営
業
者
か
ら
立
替
梯
を
す
る
こ
ご
に
も
な
る
。
差
引
し
で
は
大
曜
の
平
準
を
得
ら
る
、
で
あ
ら
う
け
れ
ぎ

邑A
B岡

遊
興
税
の
若
干
問
題

第
五
波

議

第
三
十
一
巻

ノ、

ゴじ

租税肝究、第三宅号、 364
田中、前向、 8



音曲

遊
興
枕
白
若
干
問
題

第
三
十
一
巻

大
二

O

第
五
時
刷

四

叢ー

も
、
時
ご
し
て
他
人
の
税
を
負
ひ
、
時
ざ
し
て
粧
を
在
す
る
結
果
じ
な
h'
、
徴
税
機
闘
が
草
な
る
徴
税
機
関
た
ら

や
し
て
、
権
税
者
た
る
こ
さ
が
生
じ
得
る
。

で
其
の
不
都
合
た
る
こ
ご
が
盆
々
明
か
に
な
り
来
っ
て
居
る
。
た
V
A

何
程
か
便
宜
な
貼
も
み
る
の
で
、
未
だ
之
に
執
着
し
て
居
る
次
第
で
あ
る
。

此
講
責
徴
税
方
法
は
、
希
膿
時
代
に
康
〈
行
は
れ
、
羅
馬
共
和
固
に
も
行
は
れ
、
降
ワ
て
は
十
六
七
世
紀
頃
、
併
闘
に
も
行
は
れ
た
所

で
あ
り
、
今
日
行
は
る
ふ
の
は
全
く
の
例
外
で
あ
る
。

(
註
一
品
)

向
車
純
な
る
徴
税
機
関
ご
し
て
嘗
控
室
告
を
利
用
す
る
の
方
法
ー
ー
か
く
営
業
主
告
を
し
て
責
任
納
付
せ
し
む
る
方

Mi 

111H 
!o:~!' 

le 
iZU 
1J 
る

イI

」、
♂ノ

ナ己

C~: 
U 

ん
1
肢
は
ゆ
刷
業
者
生
即
な
る
樹
収
機
関
と
し
て
刊

徴
税
い
い
官
ら
し
め
る

こ
さ
に
な
り
つ
、
ゐ
h
f」
の
事
で
あ
る
。
き
う
な
る
ご
、
徴
税
機
関
即
も
徴
税
義
務
者
は
、
徴
枕
し
た
税
金
を
地

方
図
瞳
の
営
局
者
に
納
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
げ
れ
ざ
も
・
主
(
れ
以
上
を
納
め
る
に
は
及
ば
十
、
宝
刀
れ
だ
け
を
納
む

れ
ば
足
る
さ
い
ふ
こ
ぜ
に
な
り
、
絢
に
彼
れ
営
業
者
ざ
し
て
は
迷
惑
が
少
う
て
糖
む
の

rが
、
備
は
税
務
監
督
上
、

勝
目
業
の
内
部
に
立
入
る
の
弊
は
避
け
る
こ
さ
は
出
来
な
い
。

コ
詰
負
徴
税
方
法
の
長
短
1

l
上
に
い
ふ
如
く
に
し
て
此
税
に
於
て
、
責
任
納
付
制
が
次
第
に
行
は
れ
な
〈
な

ら
う
ぎ
は
し
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
出
問
ほ
未
だ
此
が
多
く
行
は
れ
て
居
る
さ
い
ふ
に
於
て
は
、
之
が
利
害
に
つ
き
、

今
少
し
く
立
入
っ
て
吟
味
す
る
の
も
無
志
義
で
は
な
い
。

は
主
(
長
所

1九アagner，Fw. 2 AufL II. s. 749. Schaffle. St日 ren.A. T. s・387-J88. Kleinw-
achter， Fw. S. 1l8， Tyszka， Fw. 2. Aufl. :;， 85. Bela F白ldes，Fw. 2 Au且.s. 
397， Shirras， Public白nance.p. 209 

5) 
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、，Jい
け
財
政
枇
入
上
ー
ー
ー
に
は
、
地
方
政
府
ご
し
は
、
此
方
法
に
よ
り
て
特
に
徴
税
費
を
要
す
る
こ
さ
殆
ん
ど
之
れ

な
く
し
て
、

一
定
し
た
る
稜
牧
入

(
責
任
納
付
額
)
を
翠
ヤ
る
こ
ご
が
出
来
(
設
四
)
、
財
政
の
安
定
を
期
し
得
る
の

で
、
拘
に
都
合
良
き
方
法
ざ
い
ふ
こ
さ
が
出
来
る
。
之
に
よ
ち
て
白
然
増
牧
の
如
き
も
の
は
得
ら
れ
ぬ
か
も
知
ら

ぬ
が
、
同
時
に
自
然
減
牧
の
損
失
を
受
げ
や
し
て
梼
み
、
差
引
し
て
は
格
別
の
不
利
を
有
つ
ぜ
い
ふ
も
の
で
は
な

ぃ。、
や
主
同
凶
ヨ
J

』

LE---BR眠
、

エ

1

ベ
川
上
は
w

誠
司
法
は
、
殆
ん
ど
唯
だ
内
入
の

1

ゆ
を
柑
惜
岨
川
、
同
凶
つ
巴
常
時
陀
喉
慢
な
る
収
入
を
鼎
rzd
」
L

が
出
来
る
ト
り
・
川
比

が
徴
税
の
最
も
安
い
方
法
た
と
舟
し
、
ロ
ヅ
V

ャ
ー
は
、
請
責
法
に
て
は
、
岡
家
は
猿
掌
し
た
る
貨
幣
の
賓
際
の
収
入
に
づ
き
、
多
少
の
確
資

を
以
て
計
算
し
得
る
。
比
に
役
人
仕
事
白
大
部
分
が
館
し
得
と
鴛
し
、
ヲ
ゥ
、
ヮ
グ
ナ
ー
は
一
歩
を
準
め
で
、
此
が
園
庫
に
取
り
で
も
一
府
多

牧
な
る
を
得
と
室
で
い
ふ
で
居
る
(
さ
う
な
る
と
、
其
れ
だ
け
で
は
財
政
に
は
都
舎
が
頁
い
と
共
に
、
他
方
、
納
税
ナ
る
立
場
に
あ
る
園
民
の

経
繍
岬
が
其
れ
だ
け
苦
し
む
の
で
、
左
ま
で
利
盆
あ
る
も
の
と
は
い
は
れ
な
い
。
)
即
ち
、
ラ
ウ
は
、
詩
資
法
は
政
府
に
と
り
て
使
刺
な
る
の
み
で

な
〈
、
多
岐
な
る
を
得
た
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
、
請
頁
人
は
図
案
の
徴
税
官
支
が
収
入
ナ
る
よ
り
は
よ
り
大
な
衡
を
梯
ふ
か
、
b

と
い
ひ
、
ワ
グ
ナ

ー
も
、
詩
責
人
は
、
彼
自
b
の
利
得
の
外
に
、
容
易
に
園
家
に
艶
し
、
園
家
が
自
己
の
行
政
に
上
り
て
牧
入
ナ
る
上
り
も
上
り
多
〈
を
夜
扮
ふ

こ
と
を
得
る
と
い
ふ
で
居
る
。

は
い
課
税
技
術
上
!
iー
か
ら
い
ふ
さ
、
此
税
h
f
-

徴
ゃ
る
の
に
、
営
業
者
を
軍
な
る
徴
税
構
閉
ざ
し
て
利
用
す
る
ご

き
に
は
、
営
局
者
ご
し
て
は
、
帳
簿
検
査
等
を
行
は
な
〈
て
は
な
ら
や
、
業
取
締
繁
雑
な
の
み
で
な
く
、
営
業
者

に
も
厄
介
を
か
げ
、
特
に
其
潟
め
顧
客
干
係
が
営
局
者
に
自
ら
明
か
に
な
り
、
業
れ
が
恰
か
も
此
種
管
業
に
て
は

営
業
者
の
好
ま
ぬ
所
だ
さ
い
ふ
こ
さ
も
ゐ
っ
て
、
・
労
々
之
を
避
け
る
矯
め
に
、
請
負
法
を
選
ま
し
た
の
で
あ
る
。

員ム
面開

議

遊
興
稔
白
若
干
問
題

五

第
三
十
一
巻

第
五
披

プミ

.EhebeTg， Fw. 18 & '9 Au自. s. 2:~O. Roscber， r¥v" 5 AufL r. s・363'Rau， F¥v 
5 Aufl. 1. s. 436. Wagner， n. a. O. s. 747. 
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言晶

叢

選
興
稔
の
若
干
問
題

~ 

ノ、

第
三
十
一
巻

ム
ノ、

第
五
時
抗

請
負
法
だ
さ
、

凡
ぺ
て
此
等
の
弊
が
な
く
し
て
慎
む
。

そ
し
て
前
記
、
営
局
者
の
取
締
の
繁
雑
に
堪
へ
ぬ
か
ざ
い

ふ
-
』
さ
は
圃
家
の
場
合
よ
り
も
よ
り
多
く
地
方
の
場
合
に
営
る
の
で
あ
っ
て
、
地
方
税
務
営
局
者
の
之
に
闘
す
る

能
力
の
乏
し
き
に
於
て
、

一
層
多
く
、
請
負
法

Je便
ざ
す
る
こ
三
に
な
る
の
で
あ
る
(
設
五
)
。

(註
E
)
エ

1
ベ
ル
ヒ
は
、
奮
時
に
底
今
現
は
れ
た
る
組
税
請
資
一
制
度
は
、
国
家
行
政
が
信
頼
す
べ
〈
使
用
ナ
べ
き
役
人
材
料
を
快
〈
慮
に
は
、

多
少
必
要
で
あ
ツ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
で
は
少
〈
と
も
、
一
位
接
就
に
関
し
て
は
一
般
に
排
斥
せ

b
る
と
然
し
、
ロ
ツ
ツ
も
、
古
壱
都
市
共
和
国

に
於
け
る
政
治
上
目
前
提
は
・
自
P
D
其
官
職
が
市
民
義
務
と
な
ワ
で
交
代
す
る
名
山
品
目
職
に
よ
り
て
行
り
る
る
こ
と
と
な
り
・
有
給
の
職
業
定
員

に
よ
り
て
は
行
は
れ
な
い
や
う
に
し
た
。
主
結
果
と
し
て
は
、
希
蹴
及
部
品
北
ハ
和
闘
に
て
、
和
税
徴
収
の
面
倒
且
ワ
責
任
大
な
る
仕
事
は
、
温

、
紅
白
県
人
為
詰
宿
命
耐
に
よ
り
て
行
は
る
る
こ
と
に
h

は
っ
た
と
い
工
』
阿
川
品
。

例
、
刷
痕
機
関
に
依
ら

以
税
務
行
政
上
ー
ー
に
は
、
前
に
い
ふ
之
が
徴
税
費
の
少
〈
し
て
梼
な
さ
い
ふ
こ
さ
が
、
最
小
費
原
則
に
通
う

所
以
で
あ
り
、
営
業
者
の
帳
簿
検
査
を
行
は
今
、
管
業
内
肢
に
立
入
ら
す
、
納
税
義
務
者
の
内
的
生
活
に
立
入
ら

ぬ
ざ
い
ふ
の
は
、
営
業
者
の
便
宜
ド
通
ひ
、
納
税
義
務
者
た
る
消
費
者
も
の
便
宜
に
趨
ひ
、
郎
も
便
宜
の
原
則
に

適
う
ご
い
ふ
も
の
で
あ
る
(
註
大
)
。

(
註
穴
)

普
通
の
替
業
に
蜘
到
す
る
課
税
に
て
は
、
請
責
法
は
替
業
白
一
腔
辿
と
な
り
、
義
務
者
四
便
宜
に
反
す
る
と
と
と
な
る
け
れ
ど
も
、
此
特
殊

の
場
合
に
は
、
却
ワ
て
営
業
者
、
義
務
者
か
ら
い
ふ
て
便
宜
に
遁
ナ
に
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
越
同
組
の
一
轡
業
に
ヲ
い
て
、
例
之
、
チ
ス
カ
は
、

此
請
責
法
は
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
の
第
一
一
一
則
た
る
便
宜
白
原
則
に
反
ナ
と
い
ふ
て
居
ム
ポ

問
実
短
所

Eheberg， a. a. 0目 s.230. Lotz， Fw. s. 228. 

Tyszl姐， a. a. O. s. 86. 
7) 
$) 



い
公
卒
課
税
上
l
l
tに
は
、
此
請
負
法
に
依
る
さ
き
に
、
営
業
者
が
納
税
義
務
者
に
代
り
負
抽
出
す
る
こ
芝
、
も

な
っ
て
、
立
法
者
の
期
待
せ
ざ
る
又
は
希
望
せ
ぎ
る
櫓
税
者
を
生
や
'
る
ニ
さ
に
な
る
の
み
で
な
〈
、
反
封
に
、
其

税
額
一
か
消
費
者
た
る
槍
税
指
定
者
の
能
力
に
相
臆
し
て
営
然
且
つ
趨
営
の
も
の
さ
偲
定
し
て
、
之
が
一
部
、
中
間

人
た
る
営
業
者
に
横
取
せ
ら
る
、
こ
さ
あ
る
に
於
て
、
櫓
税
指
定
者
(
此
場
合
同
時
に
擢
税
者
で
も
あ
る
)
が
少
く

ご
ち
政
府
に
割
し
相
営
の
税
を
負
は
や
ご
い
ふ
不
公
正
J

乞
ち
生
や
る
。
替
業
者
が
此
方
法
下
に
徴
税
義
務
者
仁
過

ぎ
わ
し
て
納
晩
義
務
桜
一
じ
は
ほ
い
ご
し
七

b
、
柑
県
に
伸
一
七
は
問
問
M
泊
提
税
に
仙
川
け
ゐ
納
税
強
格
者
J

一河川しヘ丸山川

位
に
立
も
、
特
に
質
際
、
自
ら
抽
出
枕
す
る
場
合
を
も
生
A
V
T
』
い
ふ
に
於
て
、
彼
が
別
に
負
ム
所
の
偉
業
税
ざ
重
複

課
税
さ
な
る
の
嫌
も
あ
る
(
其
は
恕
す
ぺ
き
も
の
か
も
知
れ
ぬ
げ
れ
ど
も
)
。
何
れ
に
し
て
も
公
卒
の
課
税

εν
ム

上
か
ら
は
宜
し
か
ら
ぬ
ζ

さ
で
あ
る
。

M
W
租
税
の
本
質
上
及
政
治
上
|
|
本
来
、
租
税
は
統
治
闇
躍
さ
閤
膿
員
さ
の
開
係
上
、
前
者
が
業
課
税
構
に
具

き
て
後
者
に
課
徴
す
る
も
の
で
、
此
に
統
治
闇
煙
た
ら
ざ
る
中
間
人
た
る
在
人
の
替
業
者
が
入
λ

リ
来
っ
て
徴
般
に

営
り
、
而
か
も
草
な
る
徴
税
機
閥

h

こ
し
て
Y
な
く
、
責
任
徴
牧
者
ざ
し
て
時
ご
し
て
政
府
へ
納
入
す
る
以
上
の
ち

の
を
も
取
る
さ
い
ふ
が
如
き
は
租
税
の
去
的
性
質
そ
傷
ふ
も
の
で
あ
ろ
〈
詮
七
)
。
主
一
は
政
治
上
に
も
好
ま
し
か
ら
ぎ

る
こ
さ
だ
が
、
向
ほ
其
上
に
も
、
其
結
果
、
営
業
者
が
責
任
納
付
額
を
出
来
る

rけ
少
く
し
て
、
業
中
間
利
得
を

大
に
し
ゃ
う
ご
い
ふ
こ
さ
に
も
な
っ
て
、
営
局
者
に
謝
し
て
盛
ん
に
蓮
勤
セ
行
ひ
、
其
矯
め
仁
政
治
の
腐
敗
を
助

3曲

叢

選
興
積
白
若
干
問
題
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ム
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第
五
時
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言晶

叢

遊
興
枕
の
若
干
問
題

i¥. 

第
三
十
一
巻

第
五
披

六
二
四

長
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
も
あ
る
(
註
八
)
。
此
れ
亦
た
政
治
上

ω
不
利
守
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
註
セ
)

エ
ー
ベ
ル
ヒ
は
、
詰
責
法
は
、
其
目
的
が
単
に
同
家
的
慾
墓
の
鴻
足
た
る
べ
骨
粗
桟
徴
収
を
、
私
人
白
一
替
業
と
帰
す
。
其
は
租
税
の

国
家
的
性
質
一
に
反
す
る
。
国
家
と
納
牧
者
と
の
閣
の
直
接
且
つ
自
然
的
の
関
係
が
、
租
税
の
徴
収
に
ヲ
舎
其
自
身
の
経
業
上
の
利
盆
を
遁
ふ
所

の
中
間
人
に
よ
り
て
被
ら
れ
る
と
錯
し
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
色
、
詰
責
法
に
て
伺
租
税
徴
収
が
一
回
企
業
白
性
質
を
取
る
こ
と
と
な
り
、
之
に

よ
り
で
詰
責
人
が
宥
恕
せ
ぎ
る
方
法
に
て
出
来
る
だ
け
大
な
所
得
を
納
税
者
か
ら
搾
取
せ
ん
と
ナ
る
や
う
に
な
る

k
鴛
ナ
。
そ
れ
か

b
ロ

ザ

U
d

ヤ
ー
は
、
請
頁
法
に
て
は
請
頁
人
が
唯
だ
、
其
れ
自
身
の
利
金
を
計
ら
う
と
す
る
も
の
だ

k
い
ひ
、
ク
ラ
イ
ン
咋
且
ヒ
タ
ー
も
、
詩
貴
人
は
無

遠
慮
な
る
厳
酷
に
て
、
租
税
を
取
る
と
曹
に
の
み
多
取
ナ
る
を
得
と
鴛
し
、
ジ
エ

1
ず
も
、
詩
賀
人
は
常
に
財
務
法
律
の
適
用
に
於
で
非
常
句

9
 

厳
酷
で
あ
り
、
其
の
牧
入
其
利
症
は
彼
等

m
殿
附
に
h
て
か
る
と
い
ふ
。
尤
も
此
殿
酷
と
い
ん
と
と
は
、
此
遊
凶
寸
叫
仙
の
一
場
合
に
は
、
さ
う
犬
し
た

こ
と
は
あ
る
ま
い

ε思
は
れ
る
。

(
註
八
)
ワ
グ
ナ
ー
は
、
此
請
頁
契
約
の
締
結
に
於
て
、
小
な
詰
責
金
白
魚
め
の
賄
賂
、
人
的
の
偏
額
が
漣
け
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
ふ
。

ω財
産

入

上

首

長

擁

上

l

請
負
人
が
此
方
法
に
よ
り
自
主
ふ
こ
さ
は
あ
り
得
る
け
れ
ぎ
も
、
又
彼

が
政
府
の
営
然
政
む
べ
き
も
の
申
乞
横
取
す
る
こ
守
」
も
あ
り
得
る
し
、
是
が
鰹
祷
界
の
自
然
の
費
展
に
依
る
自
然
増

牧
ご
い
ム
こ
さ
も
あ
ム
り
(
註
九
三
そ
れ
か
ら
利
に
敏
な
る
管
業
者
ざ
し
て
は
、

む
し
ろ
不
利
な
る
場
合
を
土
蓋
ご
し

て
請
負
額
を
計
算
し
、
其
貼
よ
り
し
て
政
府
の
股
め
る
分
を
取
る
さ
い
ふ
ニ
ご
も
わ
る
(
註
一
O
)
。
業
外
に
も
請
負

人
は
出
来
る

rけ
自
ら
利
せ
ん
こ
ど
を
計
り
、
金
樺
上
、
請
負
人
が
失
ふ
よ
り
は
得
る
所
の
も
の
、
方
が
大
で
あ

り

其
れ
だ
り
政
府
財
政
上
の
不
利
ご
い
ふ
ミ
さ
が
出
来
、
又
、
園
民
経
済
が
請
負
人
の
翁
め
に
其
利
を
奪
は
れ

て
居
る
さ
も
見
ら
れ
る
(
註
二
三

Ehcberg， a. a目 O.5・230.Bela Foldes. a. a" O. S. 397目 Roscher，a. a. O. 5. 
363・Kleinwachter，a. a. O. II8. ]eze， (;(11]日 defin.ances publiques， 1928-
'929・394・
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(
註
丸
)

ジ
エ
I
ず
は
、
人
は
詩
資
法
が
政
府
に
取
り
公
牧
入
の
確
定
を
保
つ
利
金
を
有
つ
と
い
ふ
け
れ
"
と
も
、
異
質
に
は
不
利
な
る
も
の
だ
。

此
法
は
文
化
白
低
き
、
行
政
の
進
ま
ざ
る
園
(
其
感
に
て
は
徴
牧
に
つ
い
て
、
億
倖
が
煩
る
大
い
)
に
で
は
理
解
せ
ら
る
る
が
、
徴
収
方
法
の
進

歩
と
共
に
、
健
倖
が
存
せ
ず
、
同
家
が
租
税
白
金
収
入
を
確
保
ナ
る
方
法
を
有
ヨ
ζ

・
と
に
な
っ
て
、
直
接
徴
牧
法
が
国
民
的
資
達
及
繁
柴
よ

P

生
ず
る
増
収
額
回
全
部
を
園
庫
に
利
金
せ
し
め
る
と
い
斗
。

〈註

-
O
)

ラ
ウ
は
、
請
責
人
口
租
枕
白
何
の
位
討
取
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
白
不
確
白
傍
'
め
に
、
其
申
出
に
於
て
不
利
な
る
場
合
を
土
蓋
と
匁

ロ
ッ
ジ
ア
ー
も
、
請
賀
法
に
で
は
、
法
律
上
白
税
率
の
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
と
と
に
於
で
、
請
頁

'
 

Y
L
 

人
が
有
利
な
る
機
曾
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
利
な
る
機
曾
を
珠
想
し
て
諸
資
ふ
こ
と
と
な
ら
な
〈
て
ば
な
ら
ぬ
と
掛
川
ナ
。

し
、
践
に
其
れ
だ
け
に
て
利
得
ナ
る
と
魚
し
、

司:

'-.. 

前
出
詰
士
及
八
参
照
。
品
同
ほ
、
ジ
ェ
I
ヅ
は
、
直
接
管
理
法
が
一
層
綴
済
的
白
方
法
だ
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
、
請
貴
人
は
約
束
し
た
る

額
及
其
吏
員
の
俸
給
を
梯
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
の
み
で
な
〈
、
其
投
資
に
野
し
、
危
険
に
艶
し
、
苦
痛
に
到
し
、
復
雑
な
る
事
件
を
慮
理
ナ
る

居
坤
め
必
要
な
る
智
識
及
能
力
に
射
し
で
相
営
の
利
金
を
も
取
る
か
ら
と
い
ひ
、

ラ
ウ
も
、
直
接
管
理
法
に
よ
り
て
、
請
賀
法
に
依
っ
た
な
ら
ば
、

租
枕
義
務
者
の
資
擦
に
於
い
て
、
詰
責
人
に
蹄
麗
し
た
る
べ
き
利
金
を
閣
庫
に
腸
ナ
る
乙
と
が
可
能
だ

k
鴛
ナ
。

ロ
ツ
U

ア
ー
は
、
比
詩
賀
法

が
寄
生
的
白
金
持
と
結
付
き
、
其
が
其
資
本
を
真
に
生
産
的
な
る
商
工
業
に
投
下
し
な
い
で
、

む
し
ろ
国
家
の
獅
鷲
に
よ
り
高
利
貸
的
の
搾
取

に
投
ず
る
と
と
に
な
る
と
匁
し
、

ロ
ツ
ツ
も
、
詩
寅
人
が
同
家
の
租
積
行
政
に
封
し
層
地
L
得
る
利
得
が
、
其
経
畿
の
一
経
潜
上
の
功
績
に
上
り
て

で
な
〈
し
て
、

む
し
ろ
唯
だ
納
税
者
又
は
国
庫
の
責
携
に
於
て
矯
き
る
る
と
き
に
、
此
が
宥
生
的
だ
と
魚
し
、
ナ
ス
力
は
、
此
請
責
法
に
よ
り

徴
収
せ
ら
る
る
殺
の
一
部
の
み
が
国
庫
に
入
り
、
他
部
が
租
税
取
立
人
に
蹄
し
、

そ
し
て
其
租
税
詩
貴
人
の
利
食
は
多
〈
は
寄
生
的
だ
と
評
ナ

そ
恥
か
ら
ベ
ラ
フ
エ
ル
ヂ
ス
は
、
凡
て
の
債
檎
者
の
中
で
、
租
税
請
貴
人
が
一
番
、
食
欲
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

に
課
税
技
術
上
及
税
務
行
政
上
l
l課
棺
技
術
ざ
し
て
請
負
法
に
よ
り
で
は
、

直
接
管
理
に
比
し
監
督
不
十
分

J

こ
い
ふ
こ
ど
は
明
か
で
あ
り
(
詮
一
二
)

Q

ぞ
れ
か
ら
税
務
行
政
上
、

一
層
小
費
用
に
て
済
む
ゃ
う
じ
見
え
る
げ
れ
ざ

Z品

遊
興
積
の
若
干
問
題

九

叢

第
三
十
一
巻

第
五
披

六
二
五

J eze， 1. c. p. 395・

Rau， a. a. 0・s.437. Rescher， .. a. O. 5・364・
Jむe，I. C. )J・ 394.Rau， .a. a. o. s. 436-437. 1えoscher，a. a. O. s. 365. Lotz，. 

:1. a. O. s. 230. Tyszl"a， a. :.1.. O. s. g-5. lkla Fi:，ldes" a. a. O. s・397・

rr) 
12) 
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言命

選
興
税
の
若
干
問
題

第
五
披

O 

第
三
十
一
巻

叢

六
一
一
六

も
、
其
は
皮
相
で
あ
り
、
前
に
い
ふ
や
う
に
し
て
請
負
人
が
出
来
る
だ
け
多
〈
を
利
し
ゃ
，
フ
さ
す
る
に
於
て
、
結

局
、
圃
民
金
曜
に
ご
り
で
は
一
層
多
費
ざ
い
ふ
こ
さ
に
な
り
、
最
小
費
の
原
則
に
反
す
る
こ
さ
に
も
な
る
(
註
二
一
一
)
C

〆筒、

笥2

、-'

シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
詩
資
契
約
の
決
定
に
で
も
、
政
府
白
詰
貴
人
へ
の
監
督
に
於
で
も
+
分
な
る
救
務
手
段
は
な
い
。
か
か
る
監
督
は

十
分
有
効
な
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
此
が
常
該
行
政
機
関
に
鉄
け
て
居
る
か
ら
と
い
ふ
て
昂
る
ら

(註一一一一)
チ
ス
カ
は
、
だ
か
ら
し
て
机
稔
請
資
法
は
、

7
ダ
ム
ス
ミ
ス
の
第
四
則
(
最
小
交
の
要
求
)
忙
一
比
す
る
と
然
す
。
品
川
ほ
前
誌
一
一
、
ジ

ェ
l

ヅ
参
照
。

イ
泊
三
コ
〆
【

E
h
u
-
y
h
K
L
一
吉
町
》
〉
-
?
?
十
九
日

L
t
t
、
T

L

J

N
勘

1
0
h

、
1
v
pサ
f
u
r
-
-
t
f
F
3
t
d
f
l
l
v帯、
-LK7
し

十

t

な
に
判
、
立
叫
ん
叫
一
肌
所
が
少
(
な
く
、

同J
点J

も
短
所
の
方
が
会
陸
上
、

一
層
重
大
の
や
う
で
あ
る
か
ら
、
成
る
ぺ
く
之
を
康
止
し
た
が
良
か
ら
う
さ
思
は
れ

る。

第
二
段

遊
興
視
の
積
種

一
理
論
上
の
穂
積
|
|
此
税
は
理
論
上
か
ら
い
へ
ば
、
そ
し
て
負
擦
の
直
接
間
接
か
ら
い
ひ
、
納
税
義
務
者
ご

躍
税
指
定
者
ざ
の
一
致
さ
否
さ
に
よ
り
分
つ
方
法
か
ら
い
ふ
さ
、
此
税
に
於
げ
る
営
業
者
は
車
に
徴
税
構
闘
で
あ

っ
て
、
納
税
義
務
者
で
は
な
〈
、
消
費
者
が
納
税
義
務
者
で
あ
り
、
粂
ね
て
擢
税
指
定
者
だ
か
ら
し
て
、
直
接
税

に
外
な
ら
札
。
又
、
茎
帳
税
従
率
税
の
意
味
の
直
接
税
間
接
税
の
別
か
ら
い
ふ
さ
、
此
が
明
か
に
一
の
従
率
税
で

あ
b
、
随
っ
て
間
接
粧
に
外
な
ら
な
い
。

租税論、 308
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に
我
園
口
法
制
上
の
積
種
l
i庭
が
貫
際
に
つ
い
て
我
闘
の
制
度
を
見
る
さ
、
此
が
地
方
の
一
の
間
接
税
ご
さ
れ

て
居
る
。

昭
和
二
年
八
月
内
務
省
告
示
四
百
十
九
就
に
よ
り
て
さ
う
な
っ
て
居
る
さ
の
事
だ
が
(
詰
一
四
)
。
主
〈
が
却

何
な
る
意
味
に
て
、

き
う
な
っ
て
居
る
の
か
、
又
さ
う
し
た
の
か
、
問
題
さ
な
る
。
珊
か
之
に
つ
き
吟
味
し
且
つ

批
評
し
て
見
ゃ
う
。

、E
-
E
J

F
L
E
一

色

目

聞

E

、
之
に
依
る
と

仰
府
脱
税
中

い
例
市
抜
枕
ほ
特
別
地
税
、
戸
放
制
、
被
問
肌
株
、
終
業
税
、
活
一
興
税
及
棚
叫
同
町
枕
以
外
の
雑
税
税
で
あ
り
。

川
刊
間
接
税
は
遊
興
税
、
制
制
闘
品
碕
の
一
一
と
す
る
。

州
内
市
町
村
務
中

川
門
間
接
税
は
遊
興
枕
・
現
興
税
、
宴
席
消
費
時
畑
、
拙
廿
別
消
費
税
、
鶴
賢
税
、
入
湯
税
、
遊
興
枕
附
加
境
、
観
覧
枕
附
加
枕
で
あ
り
。

川
直
接
穂
は
右
以
外
の
税
と
ナ
る
。

北
海
道
に
で
も
、
大
積
之
と
同
じ
で
あ
り
。

川
道
橋
中

同
直
接
税
は
、
持
別
地
税
、
戸
数
割
、
家
康
務
、
梼
業
税
、
遊
興
積
以
外
の
雑
種
枕
と
し
。

山
門
間
接
税
は
、
遊
興
枕
と
ナ
る
。

仰
市
町
村
続
中

川
門
間
接
積
は
遊
興
稔
附
加
枕
で
あ
り
。

山
門
直
接
税
は
其
他
の
税
と
ナ
る
。

t命

叢

選
興
積
の
若
干
問
題

第
三
十
一
血
管

犬
二
七

第
五
競



Z命

遊
興
殺
の
若
干
問
題

第
五
時
制

六
二
八

馬
券
買
得
税
、
馬
券
買
得
税
附
加
裁
が
将
来
間
接
枕
に
入
れ
ら
れ
る
可
詑
性
あ
る
も
の
だ
と
い
ふ
。

第
三
十
一
巻

叢

パ
悼
式
意
義
如
何

い
柑
極
的
説
明
|
|
此
意
義
は
何
う
も
普
通
、
国
税
な
ど
に
於
て
用
ゐ
ち
る
、
業
れ
芝
、
又
前
に
い
ふ
た
理
論

上
の
業
さ
周
到
h
、
会
く
特
別
の
も
の
、
ゃ
う
で
あ
る
。

川
円
之
営
地
陥
税
指
定
者
・
と
納
税
義
務
者
ど
の
一
致
ぜ
否
さ
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
、
此
税
は
前
に
も
い
ふ
や
う
じ
院
接

税
JYC

し
な
〈
て
は
な
ら
守
、
間
持
税
・
E
U
し
特
な
い
ー
の
で
あ
る
判
い
か
ら
此
が
此
意
識
で
は
な
レ
ピ
断
じ
て
誤
り

、iL
r

、
。

字

J

一B
M間

牽
帳
税
従
奉
祝
の
意
味
か
ら
い
へ
ば
.
此
は
間
接
税
ざ
い
へ
る
こ
之
、
上
に
い
ふ
通
、
り
冗
か
ら
、
或
は
法
制

上
の
意
味
は
霊
に
ゐ
る
の
か
ど
い
ふ
の
に
、
何
う
も
其
れ
で
も
な
さ
、
う
で
ゐ
る
。
其
は
地
方
税
中
の
、
不
動
産

取
得
税
や
、
屠
音
税
や
、
立
木
伐
採
耽
の
如
き
も
の
が
、
悲
に
い
ふ
意
味
で
は
従
率
税
で
あ
わ
、
間
接
税
で
あ
る

ぺ
き
筈
だ
の
に
、
我
法
制
が
之
等
を
直
接
税
じ
入
れ
て
居
る
の
を
見
る
さ
、
遊
興
税
も
、
五
に
業
意
味
か
ら
し

τ

間
接
税
ご
さ
れ
た
の
で
は
な
さ
、
う
で
ゐ
る
。

ろ
積
極
的
誼
明

l
t
蕗
で
此
が

山
刊
行
政
上
の
便
宜
又
は
必
要
!
ー
か
ら
出
だ
の
だ
さ
も
設
か
る
h
o
即
も
改
正
前
の
市
町
村
公
民
の
要
件
(
奮

市
制
九
峰
、
奮
町
村
制
七
僚
)
、
夫
役
現
品
賦
課
の
原
則
的
準
点
字
(
市
制
一
二
五
像
、
町
村
制
一

O
玉
僚
)
、
府
懸

問中、前出、 2

問中、自IIJ出、 3-4

18) 
'9) 



費
分
賦
の
標
準
(
府
牒
制
施
行
令
二
七
保
)
の
矯
め
に
、
遊
興
投
(
観
覧
穂
な
ぜ
」
も
一
緒
に
)
が
直
接
税
ざ
す
る
に
通

し
な
い
か
ら
し
て
.
之
を
除
外
し
、
特
に
間
接
税
ご
し
た
の

rさ
い
ふ
の
で
あ
る
。
類
似
の
こ
さ
は
、
例
之
、
園

税
の
場
合
に
も
、
相
績
税
を
間
接
税
ご
す
る
に
於
て
起
る
。

間
徴
税
義
務
者
を
納
税
義
務
者
f
」
同
一
一
服
!
1
iす
る
の
見
地
か
ら
し
て
ち
、
遊
興
税
佐
間
接
税
ざ
す
る
さ
い
ふ

こ
さ
が
説
明
さ
れ
得
る
つ
前
記
、
行
政
上
の
便
宜
ご
い
ふ
こ
さ
が
此
取
扱
の
異
の
理
由
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ざ

色
其
れ
℃
は
あ
ま
り
に
梅
原
簡
で
あ
る
。
之
官
し
工
も
つ
三
四
A
川
崎
た
ら
し
h
u

る
の
に
は
w

此
場
合
、
故
税
義
務

者
党
る
営
業
者
を
納
税
義
務
者
三
見
倣
し
、
消
費
者
を
軍
な
る
携
税
指
定
者
さ
見
倣
し
て
、
業
慮
に
負
擦
の
直
接

間
接
よ
ち
し
て
の
間
接
税
を
認
め
た
さ
い
ふ
の
外
な
い
。
此
場
合
、
特
に
詰
負
徴
税
法
が
行
は
れ
て
居
る
こ
さ
で

も
あ
り
、
非
常
に
良
〈
、
間
接
消
費
暁
に
似
通
っ
て
来
て
居
る
。
異
質
の
納
税
義
務
者
た
る
消
費
者
が
、
此
場
合

何
人
で
あ
る
か
は
政
府
か
ら
は
明
か
で
な
く
、
営
業
者
が
政
府
に
納
め
た
税
金
の
全
部
を
其
憧
、
消
費
者
に
移
し

得
る
さ
は
限
ら
歩
、
全
く
又
は
少
〈
さ
も
一
部
、
自
ら
負
ふ
の
外
な
き
こ
さ
が
あ
っ
て
、
徴
税
義
務
者
さ
は
い
ひ

焼
、
殆
ん
ど
納
税
義
務
者
に
斉
し
い
の
で
あ
る
(
註
一
五
)
。
之
を
此
場
合
、
納
税
義
務
者
さ
見
倣
す
の
も
無
理
か
ら

ぬ
。
慨
に
之
を
納
税
義
務
者
三
見
る
を
得
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
消
費
者
を
権
税
指
定
者
さ
見
る
な
ら
ば
、
此
税
は

納
税
義
務
者
さ
捲
税
指
定
者
さ
の
別
人
た
る
税
さ
し
て
間
接
税
さ
震
し
得
る
。
不
動
産
取
得
税
等
を
直
接
税
ご
し

っ
、
、
遊
興
積
等
を
間
接
税
ざ
す
る
の
は
斯
か
る
見
地
か
ら
だ
さ
し
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。

言歯

叢

遊
興
税
の
若
干
問
題

第
三
十
一
巻

ノ、

九

第
五
務



目命

遊
興
殺
の
若
干
問
題

第
三
十
一
巻

六
三

O

四

第
五
時
抗

叢

(
註
一
五
)

納
税
義
務
者
と
徴
税
義
務
者
と
は
別
で
あ
ワ
て
、
叉
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
〈
徴
税
義
務
者
が
納
税
義
務
者
と
も
見
倣
し
得
る

が
、
反
射
に
納
税
義
務
者
の
こ
と
を
徴
税
義
務
者
と
も
見
ら
れ
得
る
。
例
之
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
デ
λ

は、
y拝
説
白
一
消
孜
枕
の
場
令
に
、
生
産
者
、

、
、
、
、

.

m

商
人
が
、
租
税
主
憶
(
消
賞
者
)
白
代
り
に
、
納
税
者
と
し
て
、
多
少
は
徴
税
者
と
し
で
現
は
る
と
符
ナ
。

(B) 
(い)此
鼎意
護義

|の
守比

上判

ふ

や

此
枕
に
於
て
、

政
府
ざ
搭
税
指
定
者
三
の
聞
に
中
間
人
の
入
る
に
於
て
、
主
(

や
〉

ιv、
，
、
』
'
、
、
:
ト
h
h
r
2
1
J
〉
止
コ
〉
-
、
ノ
吟
え
ゐ
L
μ
E
H
M問
コ

コ

v
u
こ
子
二
、

点
目
川
材
ー
し

J

f
い

kyv月
υ
f
J
O
佐
和
杉
円
w
r
i
j
H
f
a
l
t
-叩

h
3
T
u
h
v
¥ヤ
廿
が
ヨ
担
E

ヘ
J
1
4
コ
L

J

H

同
f
R
-
一
コ

J

、、ノ

利
明
4

執
務

1
E
t
x
c
t
r・H
怖
心
v
rト

j
r
o

で
、
主
(
あ
る
が
故
に
、
之
を
間
接
税
に
入
る
、
の
も
躍
も
無
理
で
は
な
い
。
ま
し
て
行
政
上
の
便
宜
か
ら
し
で
も

之
を
間
接
税
ご
す
る
の
が
迫
笛
で
あ
り
、
直
接
税
ざ
す
る
に
不
都
合
が
あ
る
と
い
ふ
に
於
て
尚
更
で
あ
る
。

日
川
反
封
|
|
併
し
車
な
る
桁
政
上
の
便
宜
ざ
い
ふ
こ
さ
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
別
で
あ
っ
て
、
か
、
る
暫
い
根
醸
か

ら
な
ら
ば
何
れ
に
で
も
宜
し
〈
、
其
も
亦
、
己
h
u
を
得
ぬ
ざ
し
て
、
理
論
上
の
根
康
か
ら
し
て
は
、
成
る
ぺ
〈
概

念
を
明
確
じ
す
る
こ
ご
が
至
営
で
あ

h
、
既
じ
此
場
合
の
営
業
者
を
政
府
の
徴
税
機
関
ざ
す
る
以
上
は
、
飽
迄
も

之
を
其
れ
さ
し
て
、
納
税
義
務
者
ご
し
な
い
の
が
良
い
。
そ
し
て
此
税
は
飽
迄
も
一
の
直
接
税
ご
し
て
置
く
の
が

正
し
い
。
叉
此
場
合
に
営
業
者
を
し
て
納
税
義
務
者
に
近
づ
か
し
む
る
や
う
な
請
負
徴
牧
法
其
も
の
を
も
改
め

て
、
正
規
の
方
法
に
立
師
ら
し
め
、
以
て
盆
々
、
彼
の
徴
税
機
関
た
る
地
位
を
明
か
な
ら
し
め
る
の
が
至
営
で
あ

る
。
か
く
て
此
粧
を
理
論
上
、
間
接
税
ざ
す
る
こ
ご
は
出
来
な
く
な
る
が
、
併
し
其
れ
で
も
行
政
上
の
便
宜
か
ら

:n 
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之
を
間
接
税
に
入
れ
る
の
だ
さ
い
ふ
貫
際
上
の
読
明
は
残
り
得
る
で
あ
ら
う
。

hw負
擦
の
間
接
の
意
味
に
於
げ
る
間
接
税
の
碍
々
相
ー
ー
ー
上
の
如
〈
解
す
る
ご
き
に
、
負
携
の
直
接
、
間
接
の

意
味
に
於
け
る
直
接
税
間
接
税
の
直
別
よ
り
し
て
の
間
接
税
仁
贋
狭
幾
段
か
の
範
闘
の
あ
る
こ
さ
を
見
出
す
。
試

み
に
之
を
附
設
し
て
置
く
。

ん
げ
最
狭
義
l

L

間
接
消
費
税
を
間
接
説
ぎ
す
る
場
合
で
、
例
之
、
我
が
酒
護
の
如
く
納
税
義
務
者
芯
櫓
税
指

定
者
ご
が
明
か
に
別
黒
人
た
る
場
合
で
あ
る
ο

パ

w-次
制
輯
!
|
前
記
の
外
、
納
税
義
務
者
三
権
税
指
定
者
さ
は
同
一
人
で
あ
っ
て
も
、
政
府
以
外
の
在
人
を
徴

税
機
閥
ご
し
℃
、
其
に
責
任
納
付
を
魚
き
し
め
、
其
震
め
彼
守
し
て
納
税
義
務
者
の
如
き
地
位
。
ゼ
取
ら
し
む
る
積

を
も
加
ふ
る
を
得
る
。
其
は
前
に
い
ふ
遊
興
積
な
ど
の
如
き
も
の
を
も
間
接
税
ざ
す
る
場
合
で
あ
る
。

川
山
庚
義
1

1
も
っ
さ
庚
く
、
業
外
に
、
納
税
義
務
者
三
橋
税
指
定
者
三
が
同
一
人
た
る
の
枕
に
て
、
政
府
以
外

の
在
人
を
軍
な
る
徴
税
機
関
ざ
し
、
其
徴
牧
し
た
る
分
の
み
J

ゲ
政
府
に
納
め
、
其
以
上
を
納
め
ざ
る
も
の
ご
す
る

場
合
に
、
其
者
が
納
税
義
務
者
で
は
な
い
に
せ
よ
、
悲
に
納
税
上
、
政
府
さ
携
税
指
定
者
さ
の
聞
に
中
間
人
の
入

L

リ
本
市
た
も
の
ご
し
て
、
間
接
税
ご
渇
し
得
る
。
我
が
第
二
種
所
得
税
の
如
、
き
は
此
意
味
に
て
之
に
属
す
る
。
所
得

の
源
泉
謀
震
は
現
に
一
度
々
間
接
課
枕
ご
い
は
れ
て
居
る
(
詮
二
ハ
)
。
ヲ
ぐ
し
て
類
似
の
こ
さ
は
牧
盆
税
に
つ
い
て
も
起

λ

リ
得
る
(
註
一
七
)
。
遊
興
読
の
正
規
徴
牧
方
法
に
よ
り
口
る
場
合
も
亦
此
意
味
に
て
は
一
の
間
接
税
で
£
る
。

E命

叢

遊
興
枕
丘
一
七
千
問
題

第
三
十
一
審

占

ノ、

第
五

五



1命

叢

第
三
十
一
巻

~ ノ、

第
五
披

一』ノ、

選
一
興
枕
D
若
干
問
題

(
註
一
六
)

ヂ
I
ツ
エ
ル
は
、
英
国
の
所
得
枕
に
於
け
る
源
泉
課
税
法
を
所
得
の
間
接
課
税
方
法

(
-
E
5
z
g
z
o
p
o
p
ι
日

開

E
r
o
E
H
5

roE225Mm)
唱
と
い
ひ
、
モ
ル
は
、
之
を
間
接
諜
枕
の
原
則

(開

E
P
Z口
市
同
三

-
E
r
E
目
。
伊
丹

SmH「

Em)
と
鴛
し
、
但
併
し
英
は
徴
収
形
式
の

可
な
り
外
形
的
の
意
味
に
於
で
の
み
然
り
と
魚
ナ
。
品
開
ほ
ク
ラ
イ
Y

ウ
且
ヒ
ダ
ー
は
、
所
得
税
を
、
使
用
人
よ
り
の
代
り
に
、
一
一
民
主

rb取
る

等
の
場
合
に
、
実
は
ヲ
ゥ

D
定
義
に
よ
る
と
、
間
接
税
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ひ
、

シ
ル
ラ
λ

も
、
例
之
、
シ
エ
ヂ
ユ

1
ル
A
の
下
白
英
国

所
得
税
に
て
は
、
地
主
白
土
地
建
物
の
明
石
よ
り
の
所
得
目
上
白
税
は
、
法
律
に
従
ふ
て
其
占
有
者
か
ら

J

徴
収
せ
ら
4
7
0
z
c

。
俄
令
、
其
が
法
律

上
、
地
主
の
一
上
に
探
せ
ら
る
る
白
だ
け
札
ど
も
。
そ
し
て
占
有
者
は
地
主
に
蹄
ナ
べ
辛
賃
料
か
ら
税
を
特
除
し
、
之
を
控
除
せ
ず
と
い
ふ
契
約

司
ル
の
山
A
殺
に
恥
い
る
と
、
此
税
制
開
制
肱
杭
で
h
u
(
て
は
た
、
b
わ
が
、
併
し
同
市
民
目
尼
崎
祝
た
と
い
ふ
て
用
品
。

は
無
効
で
あ
る
。

【
註
?
セ
】

ロ
ツ
U
V

ア
1
は
、
地
組
、
家
屋
稔
も
、
借
地
人
、
借
家
人
が
之
を
排
は
な
〈
で
は
な

b
ぬ
と
壱
に
は
間
接
税
と
な
る
と
匁
し
、
ベ
ラ

フ
エ
ル
デ
ス
は
、
租
税
の
支
掛
に
閥
し
直
接
続
が
間
接
税
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
之
、
地
租
が
小
作
人
か
ら
取
ら
れ
、
家
屋
枕
が
借
家
人
か

P
D
、
資
本
利
子
税
が
責
債
者
か
ち
取
ら
る
る
揚
舎
に
然
目
と
錯
し
、

ヮ

r
ナ
ー
は
、
借
地
又
は
借
家
人
が
地
租
家
屋
枕
を
、
所
有
者
に
代
り
で

挽
ひ
、
之
を
地
伐
家
賃
の
支
拐
に
際
し
て
差
引
〈
と
き
に
、
此
意
味
に
て
間
援
に
徴
政
せ

b
る
る
U
ヤ
}
ヅ
ヅ

Y
ゲ

Y

を
指
示
し
得
と
免
し
、

ツ
ケ
ル
も
、
帥
営
業
税
、
資
本
利
子
稔
等
に
で
も
、
中
間
人
に
依
る
間
接
回
現
金
支
排
が
行
は
る
と
い
ふ
。

ω最
庚
義
|
|
右
の
外
、
納
税
義
務
者
主
躍
暁
指
定
者
ぜ
同
一
人
た
る
耽
に
て
、

納
税
義
務
者
の
震
め
に
之
に

代
っ
て
納
税
を
管
理
す
る
者
(
郎
も
一
の
納
税
者
)
の
法
定
き
る
、
場
合
併
言
。
間
接
税
に
入
れ
得
る

d

例
之
、
我
園

の
地
租
に
て
不
在
地
主
に
つ
き
土
地
所
在
地
方
に
納
税
管
理
人
を
置
〈
場
合
の
如
し
(
詮
一
八
)
。

か
、
る
場
合
ま
で

包
容
さ
る
間
接
税
ざ
し
て
は
、

政
府
さ
時
国
税
指
定
者
ご
の
聞
に
中
間
人
の
入
る
税
さ
解
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
さ

こ
ミ
ド
ふ
旦
d
C

A

J

i
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(
註
-
八
)

チ
ス
力
宇
、
フ

p
l
ド
ベ
ル
ゲ
の
宇
う
に
納
枕
者
(
園
庫
に
税
を
梯
ふ
も
白
)
、
携
税
者
(
事
賃
上
、
之
を
携
ふ
も
の
の
)
概
念
を
皐
げ

で
、
納
税
義
務
者
、
携
積
指
定
者
を
認
め
ぎ
る
も
の
、
カ
イ
グ
ル
の
や
う
に
、
携
税
者
と
捲
税
指
定
者
と
を
区
別
す
れ
ど
も
、
納
税
者
を
認
b

て
納
税
義
務
者
を
奉
げ
ざ
る
も
り
か

b
γ
J
l
L
1
F
地
租
に
於
て
納
税
管
理
人
(
納
税
者
)
が
之
を
沸
ひ
た
る
と
き
は
間
接
税
と
い
ふ
こ
と
に
な
り

得
る
。

。圭士
水口

論

以
上
要
之
、
遊
興
税
は
新
し
き
竣
這
に
一
属
す
る
地
方
の
一
一
雑
種
税
に
し
て
、
特
別
税
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
方

財
源
ざ
し
て
は
可
な
り
に
章
一
き
を
成
し
っ
、
ゐ
る
。
随
っ
て
之
が
課
税
方
法
に
つ
い
て
は
、
相
嘗
に
工
夫
し
な
〈

て
は
な
ら
凶
の
に
拘
ら
や
、
多
少
此
賭
の
注
意
が
閑
却
さ
れ
、
奮
式
な
る
請
負
法
を
採
用
し
っ
、
あ
る
の
は
遺
憾

で
あ
る
。
此
が
一
面
、
地
万
行
政
に
さ
り
極
め
て
便
利
の
や
う
で
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
震
め
に
積
の
本
質
に
反

し
、
課
税
の
公
正
に
も
反
し
、
業
他
の
弊
害
を
も
認
め
し
む
る
に
於
て
、
之
を
新
な
る
形
式
、
例
之
、
語
紙
課
税

方
法
の
知
主
に
改
め
て
は
如
何
f
」
恩
は
れ
る
。
そ
れ
か
ら
之
が
税
の
部
麗
に
つ
い
て
、
賞
際
上
に
は
之
を
間
接
税

に
扇
せ
し
め
て
居
る
の
に
も
、
其
れ
に
貫
際
上
の
便
宜
ざ
い
ふ
根
擦
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
之
が
理
論
上
の

明
確
な
る
根
操
を
快
〈
の
を
遺
憾
芝
す
る
。
た
Y
強
ゐ
て
之
に
理
由
づ
け
る
こ
と
そ
得
ぬ
ざ
い
ふ
の
で
は
な
い
。

併
し
然
る
ご
き
に
は
負
擦
の
直
接
、
間
接
じ
依
る
間
接
税
に
贋
狭
数
段
の
意
義
の
生
一
ず
る
こ
ご
を
注
意
す
ぺ
き
で

あ
る
。
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